
 

 

 

第３次学校教育振興基本計画の策定について(案) 
 

１ 計画期間 

  現在の第２次学校教育振興基本計画や上位計画である第４次長期総合計画後期基本計画も５か

年であることから、平成 32（2020）～36（2024）年度までの５年間とする。 

 

２ 策定方法 

（１）第３次学校教育振興基本計画策定検討委員会 

第３次学校教育振興基本計画（以下「第３次基本計画」という）を策定するため、策定検討 

委員会を設置する。 

委員の構成（案）   事務局 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＊ 上記のほか、庁内に第３次学校教育振興基本計画策定検討会議を設け、月１回程度開催し検討をすすめる。

（教育部の図書館及び生涯学習推進センターを除く５課で構成する） 

 

（２）策定までのスケジュール（案）…別紙資料参照 

 

学識経験者 2名  教育部長 

小学校長 1名 教育総務課長 

中学校長 1名     庶務係長 

小学校ＰＴＡ代表 1名     庶務係 

中学校ＰＴＡ代表 1名 指導課長 

団体からの推薦 

（子どもに関連する団体等） 

2名    指導係長  

   指導係 

公募市民 2名  

計 10名 

時期 内 容 

2019年 2月 教育委員会定例会 
第 2次基本計画の取組の総括（報告） 

3月 文教委員会 

4月 市報･ホームページ等 第 3次基本計画策定検討委員会委員公募の告知 

5月 教育委員会定例会 
第 3次基本計画の施策体系案について（報告） 

6月 
文教委員会 

策定検討委員会① 
第 3次基本計画の骨子案について  

7月 策定検討委員会② 

8月 教育委員会定例会 
第 3次基本計画の骨子案について（報告） 

9月 文教委員会 

11月 策定検討委員会③④ 第 3次基本計画の素案たたき台について 

12月 策定検討委員会⑤ 第 3次基本計画の素案について 

2020年 2月 教育委員会定例会 
第 3次基本計画の素案について（報告） 

3月 
文教委員会 

市報･ホームページ等 素案に対するパブリックコメントの募集 

5月 教育委員会定例会 パブリックコメントへの回答及び修正箇所等を踏まえた、 

第 3次基本計画の原案について（報告） 6月 文教委員会 

7月 市報･ホームページ等 第 3次基本計画書の策定について掲載周知・配布 

平成 31年 1月 24日 
第 2回教育委員会資料 
教育部 教育総務課 




